
どう対応すればよいのか？ 
 
■現状の確認 
 まずは，現状の就業規則，三六協定，給与規程等
における，勤務医の労働条件を読み返して，勤務医
に関する規定の整備が十分か確認して下さい。あわ
せて，勤務医の労働時間の把握と管理がきちんとな
されているか否かを確認することが必須です。労働
時間の把握と管理の責任は雇用主にありますので，
これらの点に不備や法令違反があれば，速やかに
是正する必要があります。 
 
■固定残業代制の導入 
 今回の最高裁判決を踏まえた一つの対策として，
固定残業代制の導入があります。ただし，適法に固
定残業代制を導入するには，想定される残業時間に
応じた固定残業代を設定し，通常の賃金部分と残業
手当部分を明確に区別したうえで，その内容を勤務
医に周知し，必要に応じ個別の同意を取得すること
や，想定された時間を超えて残業をした場合には超
過分の残業手当を支払うことなどが必要です。制度
導入を検討される際には弁護士にご相談ください。 
  
■変形時間労働制の導入 
 もう一つの対策として，変形時間労働制の導入が
あります。 
 病院・有床診療所では宿直や日直が必須ですが，
月単位等の変形時間労働制を導入することにより残
業手当の額を抑制できるケースもあります。ただし，
労使協定を締結する必要等がありますので，制度導
入を検討される際には弁護士にご相談ください。 
 
 

 当事務所においては，医療機関における労働環
境整備のお役に立てるよう，以下のような業務に対
応しております。 
 
• 最高裁判例を踏まえた管理体制の整備や対応
方針を決定する際の助言 

• セミナー（責任者・担当者の方向け等） 
• 就業規則，給与規程の作成・整備や労使協定
の締結についての助言等 

• 労働問題に関する様々なご質問への対応 
 

 貴施設のニーズに応じて必要な対応を検討させ
ていただきます。 

どのような判断が出たのか？ 
 
■年俸に含める場合には割増賃金に当たる部分を
明らかにしなければならない 

 労働者に支払う基本給や諸手当に残業手当等の
割増賃金を含めて支払う方法自体は労基法第３７条
等に反するものではありません。 
 しかし，これまでの最高裁判例でも示されていたよ
うに，「通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増
賃金に当たる部分とを判別することができることが必
要」です。 
 今回は，１７００万円という高額な年俸が支払われ
ていた勤務医の残業手当について，上記の判別が
できないことから，「時間外労働及び深夜労働に対
する割増賃金を支払われたということはできない」と
の厳しい判断が下されました。 
 
 

勤務医の長時間労働の状況は？ 
 
■勤務医に対する時間外労働規制の適用も厳格に  
 医療機関においても，①労働者の労働時間を正確
に把握しなければならない，②三六協定を締結しな
ければ法定時間以上の労働をさせることは許されな
い，③時間外労働・深夜労働には所定の割増賃金
の支払いが必要などの規制があります。 
 医療機関では，患者の様々な医療提供ニーズに
応えるため，多くの医師は長時間労働やむなしの勤
務環境にあります。 
 しかし，厚生労働省は，医療機関も聖域とはせず，
医師の長時間労働を是正する方針を打ち出してお
り，今後は，勤務医の労働条件についても労働法規
の遵守が一層強く要請されます。 
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平成29年7月7日，勤務医の残業手当について，
年俸１７００万円に時間外労働等の割増賃金を
含むとの合意があったとされた事例で，「時間
外労働等に対する割増賃金に当たる部分は明
らかにされていなかった」ことから，「時間外労働
及び深夜労働に対する割増賃金が支払われた
ということはできない」との最高裁の判決が下さ
れました。時間外労働規制が強化される流れの
中，医療機関はどう対応すればよいのでしょうか。 


